
















　 ＜適時開示情報に係る社内体制の概略図＞

株    主    総    会 

監査役会 
監査役４名 

（うち社外監査役２名） 

取締役会 
取締役１１名 

（うち社外取締役３名） 

会計監査人 

グループ会社役員連絡会 

顧問弁護士 

監査 

会計監査 

監査 

報告 

報告 

選任･解任 選任･解任 選任･解任 

選任･解任 
監督 

法務監査室 

内部監査 

リスクマネジメント委員会 

コンプライアンス 
ホットライン 

報告 

助言 

助言 

代表取締役 

各事業部門 
（一般管理部門・営業所・

事業部門） 

報告 

各グループ会社 

内部監査 

 選任・再任・解任に関 
 する株主総会の議案 
 内容の決定 
  会計監査相当性の判断 

ホットライン 
外部窓口 

情報開示委員会 

提言 

常勤役員会 

業務執行 

報告 

報告・補助 

提言 内部統制推進委員会 

＜コーポレート・ガバナンス体制＞ 

付 議 事 項 ・ 報 告 事 項 

  【 情 報 開 示 委 員 会 】 
     
   目的 ①法令情報の共通認識を持ち、適切な開示を行う。 
       ②開示内容について外部機関による助言を受け組 
        織横断的に検討することにより内部統制を図る。 
 
   組織  委員長   情報取扱責任者（総務部担当役員） 
        副委員長  情報開示責任者（総務部長） 
        委員     法務監査室長・経営企画部長・経理 
                部長・法務課長・経営企画グループ 

                課長・総務課長・経理課長・経営企 
                画グループ係長・総務課広報係長・ 
                経理課会計係長・同連結会計係長・ 
                その他委員長が指名する者 

案件に応じて常勤役員会または取締役会にて決議・報告 

情報開示責任者（総務部長）が情報開示 

担当役員・責任
部署による適時
開示基準該当性
および開示の必
要性の確認 
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